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１．はじめに 

 

原子力発電や核燃料サイクルなど原子力の推進は、資源の乏しい我が国のエネルギ

ー安全保障の確立と地球温暖化問題の解決を同時に実現する上で、要となるものであ

る。このような重要な位置付けである原子力の推進に伴って発生する高レベル放射性

廃棄物の最終処分は、原子力の便益を受ける我々国民一人一人が必ず解決しなければ

ならない問題である。また、これまでの原子力発電の利用に伴い既に発生している高

レベル放射性廃棄物は、その便益を受けてきた我々現世代が、その処分に着手する必

要がある。 

 

 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、実施主体である原子力発電環境整備

機構（ＮＵＭＯ）が、2002 年 12 月から、全国の市町村を対象に候補地を公募してお

り、国や電気事業者等と一体となって応募の獲得に向けた取組を行っている。また、

これら三者は、「原子力政策大綱」（2005 年 10 月閣議決定）及び「原子力立国計画」

（総合資源エネルギー調査会原子力部会報告書、2006 年８月）の方針や提言等を踏ま

え、広く国民各層を対象とした重点的な広聴・広報活動、地域に密着した理解促進活

動や大幅に拡充された地域支援措置等の形で取組を強化してきている。 

 

 これらの取組を通じて、本事業に関心を有する地域が複数出てくるなど、少しずつ

成果が現れてはいるものの、文献調査への応募を得てこれを着実に進めるまでには至

っていない状況である。高知県東洋町を始めとする、これまで関心を示してきた地域

での経緯等を踏まえると、最終処分事業に対する国民全般や地域住民の理解を十分に

得て、文献調査を開始するため、より一層踏み込んだ取組が必要である。 

 

こうしたことから、最終処分事業を推進するための取組の強化策について本小委員

会において審議を行うこととなった。 

 

2007 年６月から 11 月まで４回にわたる集中的な審議を行い、今般、中間とりまと

めを行った。 
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２．最終処分事業を推進するための取組の現状と課題 

 

(1)最終処分事業を推進するための枠組み 

 

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、長期にわたる事業であり、その間、安全の確

保が求められ、さらには国民及び地域住民からの信頼が不可欠であることから、国の

法的関与のもと、計画的かつ確実に進めていくことが必要である。 

 

このため、処分実施主体の設立、資金の確保、３段階の処分地選定手続き等を定め

た「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（以下「最終処分法」という。）が 2000

年５月に成立し、同法に基づき、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」（以

下「基本方針」という。）及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」（以下「最

終処分計画」という。）が同年９月に閣議で決定された。また、最終処分法に基づき、

最終処分の実施主体として原子力発電環境整備機構（以下「ＮＵＭＯ」という。）が

同年 10 月に設立されるとともに、2000 年度から電気事業者は最終処分のための拠出

金の積立を行っている（参考資料１参照）。 

 

図１【最終処分計画に定められた処分地選定スケジュール】 

 

 

最終処分計画は、最終処分法に基づき、基本方針に即して、５年ごとに、10 年を一

期として定め、公表することとされている。このため、最初の決定から５年を経た 2005

年に本小委員会において、最終処分計画の改定に関する審議が行われ、その後、原子

力部会での審議も経て、同年 10 月に最終処分計画の改定が閣議で決定された。その
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中で、処分地選定スケジュールについては、従前のスケジュールを維持するものとし、

関係者のより一層の努力を促すことが適切とされた。 

 

改定された計画を実行するため、「原子力立国計画」（2006 年 8 月、総合資源エネル

ギー調査会原子力部会報告書）においては、以下の提言がなされた。 

 

【原子力部会報告書「原子力立国計画」（2006 年 8 月）抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)文献調査地区の公募活動 

 

ＮＵＭＯは、2002 年 12 月から、最終処分施設の設置可能性について文献調査を行

う地区を、全国の市町村を対象に公募している。最終処分事業の認知度の向上及び応

募の獲得を目指し、ＮＵＭＯは、地方紙との共催によるフォーラムや座談会を開催し、

さらには、ＴＶ、新聞、雑誌等のメディアを活用した広報活動を展開している。また、

市町村からの応募を待つという受け身の姿勢ではなく、要員の増強や体制の整備を順

次進め、関心を有する地域に対して、勉強会の開催を働きかけたり、地域住民等を対

象に原子力関連施設の見学会を実施するなど、一歩踏み込んだ活動を展開している。 

 

国も、エネルギー政策の一環である最終処分事業を進めるために、全国各地域ブロ

ックでシンポジウムを開催したり、地層処分模型を展示するなど、重点的な広報活動

を展開している。地域支援措置については、文献調査段階の電源立地地域対策交付金

の限度額を、2007 年度からは、単年度当たり従前の 2.1 億円を 10 億円（文献調査期

間内の交付限度額 20 億円）に拡充する措置を行った。また、各地でのＮＵＭＯの取

高レベル放射性廃棄物最終処分場の確保については、最終処分計画に定めたス

ケジュールを維持するためには、今後１、２年間が正念場との意識を持ち、国、

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）及び電気事業者等、関係者が一体となって

最大限の努力を行うべきである。 

このため、ＮＵＭＯにおいては、関心を有する地域における地元に密着した活

動を行い、国は、地域支援措置の大幅な拡充、広く国民各層を対象とした広報活

動に重点的に取り組むべきである。また、電気事業者は、発生者としての基本的

な責任を有する立場から、ＮＵＭＯの活動の支援、広報活動に、より一層取り組

むべきである。 
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組を支えるため、最終処分事業に関心を有する地域での住民説明会等に国の職員も参

画し、国も前面に立った形での地元における理解促進活動を行っている。 

 

 

(3)地域での動向 

 

これまで最終処分事業に関心を示し応募の検討が報道された地域は、10 数箇所であ

る。このうち、滋賀県余呉町、高知県津野町、東洋町では、文献調査への応募に向け

た具体的な動きが生じ、国やＮＵＭＯが住民説明会等に参画した。 

 

さらに、高知県東洋町においては、2006 年８月以降、町等が主催する説明会が開催

され、国やＮＵＭＯも参画し、最終処分事業の概要、安全性等について説明を行った。

2007 年１月に、東洋町から全国で初めて文献調査への応募がなされ、国は同年３月に

認可した。しかしながら、４月に行われた町長選挙において、文献調査への反対を表

明していた候補が当選し、応募書が取り下げられたことから、東洋町での文献調査は

取り止められた（参考資料２参照）。 

 

 

(4)今後の課題 

 

 これまでの公募活動と応募が検討された地域での経緯等を顧みると、次のような課

題が浮かび上がってくる。 

① 最終処分事業を進めるに当たっては、調査を行う地域の関係住民のみならず、

国民全般の理解と協力が不可欠である。このため、事業の必要性を中心に国民

全般に対する広報を充実させる必要がある。 

② 最終処分事業に関心を有するなど、最終処分施設が立地する可能性のある地域

に対しては、当該地域のみならず都道府県や周辺地域をも対象として、最終処

分の安全性、処分地選定手続き、最終処分事業と共生する地域振興のあり方等

に関する理解を得るための広報を充実させる必要がある。また、地域に最終処

分事業についての判断材料をより多く提供する必要がある。 

③ 最終処分事業を国が前面に立って進めることを一層明確にすることが求められ

ている。このため、現行の公募に加え、国の意思を明確に示すことができる取

組を取り入れる必要がある。 

④ 最終処分事業に対する理解を得るためには、事業と共生する地域の発展の姿を
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明確に認識してもらうことが求められる。このため、当該地域のみならず都道

府県や周辺地域を含めて、地域振興構想を提示する必要がある。また、調査段

階の交付金の活用方策も示す必要がある。 

⑤ 最終処分事業の安全性を国民に分かりやすく示すことについては、様々な可能

性を追求する必要がある。地層処分に関する研究開発の一環として国民が安全

性を体感できるような設備を充実させる必要がある。国際的な連携も行うこと

が求められる。 

⑥ 国は最終処分を政策として推進していく立場から、ＮＵＭＯは処分実施主体と

しての立場から、また、電気事業者は発生者としての責任を有する立場から、

適切な役割分担と相互連携の下、それぞれの責務を一層積極的に遂行すること

が必要である。 

  

以下、これらの課題に対し、どのように取り組むべきかを具体的に検討した（図２

参照）。 
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３．国民全般に対する広聴・広報活動の更なる拡充 

 

最終処分事業は、調査を行う地域の関係住民のみならず、原子力の便益を受ける国

民全般の理解と協力を得ながら進めていくことが重要である。一方で、エネルギーの

安定供給や地球環境問題への対応等の観点から、原子力の必要性に対する理解は進ん

でいるところもあるが、高レベル放射性廃棄物の処分が必要であることに関する国民

全般の認識は、相対的に浅いと考えられる。今般の東洋町における経緯等の報道は、

国民全般が最終処分事業の必要性について考える契機となったものの、本事業を自分

の問題として捉えるまでの理解は得られたとは言えない。したがって、国民全般に対

する最終処分事業の認知度の更なる向上は、重要な課題である。 

 

この課題を解決するため、国やＮＵＭＯ及び電気事業者は、相互の連携を強化した

上で、以下の点について取組を強化する必要がある。 

 

(1)国民全般や行政関係者等への情報提供 

 

最終処分事業に対する国民全般の理解を得るため、これまで国においては、関係機

関の協力を得て、地域ブロック単位で「地層処分シンポジウム」を開催するとともに、

開催結果を採録記事として新聞やホームページへ掲載することにより、幅広く情報提

供を行ってきた。また、都道府県の理解を促進するために、地域ブロックに属する都

道府県に対して、シンポジウムへの参加を促すとともに、直接訪問し、最終処分事業

の概要等について説明を行ってきた。 

 

今後は、電力の大消費地の人々を含むできるだけ多くの国民から最終処分事業への

理解を得られるよう、原子力の便益を受ける国民一人一人にとって重要な意味を持つ

事業の内容や必要性について情報提供をすることが求められる。このため、国、ＮＵ

ＭＯ及び電気事業者は、新聞、雑誌、ＴＶ等のマスメディアを利用した広報活動を、

実施時期、実施内容及び広報媒体等に関して、相互に連携・調整し、効果的な広報プ

ログラムとして、実施すべきである。 

 

また、国は都道府県単位での説明会、有識者との紙上座談会等の開催に取り組むべ

きである。更に、都道府県や市町村の行政関係者に対しては、上述の取組を出発点と

しつつ、継続的にパンフレットや広報用ビデオ等の新しい広報素材による情報提供を

行っていくことが必要であり、海外先進地へのミッションの派遣も有効と考えられる。 
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(2)マスメディアへの的確かつ積極的な情報提供 

 

 国民全般に対して、マスメディアからの正確な情報発信が行われる基礎を固めるた

めには、マスメディアとの積極的なコミュニケーションを図ることが必要であり、特

に、地域のマスメディアの理解を得ることが重要である。このため、都道府県単位で

の説明会の開催に併せた記者クラブでの説明会、海外先進地への地域メディアの担い

手からなるミッションの派遣、地方紙の論説委員等との意見交換・懇談会の開催等、

多様な手段を通じて、正確な情報提供を積極的に行っていくべきである。 

 

 また、明らかに誤った情報が流布された場合には、マスメディアの協力も得て、迅

速かつ的確な対応を行うことが重要である。特に、科学的に誤った情報が発信された

場合には、科学的に分かりやすい反論を行うことが重要であり、そのための体制、機

能の強化については、ＮＵＭＯを中心に、国、電気事業者等が連携して早急に取り組

むべきである。 

 

 

(3)国民の目線に立った理解促進活動 

 

 最終処分事業に対する理解と協力を得るためには、国民の目線に立った理解促進活

動を行うことが不可欠である。このため、国及びＮＵＭＯは、同じ目線に立って市民

活動を実施しているＮＰＯ法人及びそのネットワークと連携した草の根レベルでの

理解促進活動（例えばワークショップの開催等の双方向のコミュニケーションを意識

した理解促進活動）に積極的に取り組むべきである。 

 

 

(4)政府広報の活用等 

  

高レベル放射性廃棄物の最終処分事業は、国のエネルギー政策を推進していく上で

極めて重要な課題であることから、政府広報についても積極的に活用すべきである。 

また、若い世代に知識を普及し、関心を深めるため、教育機関に対する広報も重要で

ある。これらの取組は、高レベル放射性廃棄物の最終処分だけに限ることではなく、

原子力全般の理解促進に関わることなので、総合的な取組が必要である。 
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４．地域における広報（「地域広報」）の充実 

 

最終処分事業に関心を有するなど、最終処分施設の立地可能性がある地域に対して

は、その地域の関係住民に最終処分の安全性、処分地選定手続き、事業と共生する地

域振興のあり方等について重点的な広報を行って、事業への理解を求める必要がある。

しかしながら、文献調査への応募に向けて具体的な動きが起こると、地域外の人々も

加わっての活動が活発となったり、住民に不安感が広がることも多いと考えられる。

また、必ずしも原子力が身近でない地域では、明らかに不正確な情報に対しても、住

民の過剰な反応が見られる。このようなことを踏まえて、地域における広報（地域広

報）を充実させる必要がある。 

 

(1)「地域広報」の実施 

 

 国、ＮＵＭＯ及び電気事業者は連携して、地域に対し、多様なメニューを揃えて、

地域の実情に応じ、きめ細かな一連の理解促進活動を適時適切に行うことが重要であ

る。最終処分事業が安全に実施されることに関しては、科学的根拠に基づく正確な分

かりやすい情報を提供することが重要である。また、最終処分法に基づく処分地選定

手続きや最終処分事業と共生する地域振興に関しても、正確かつ分かりやすい情報を

提供することが重要であり、そのための理解促進活動に取り組むべきである。 

 

 このため、ＮＵＭＯを中心に「地域広報」のメニューを事前に整備し、分かりやす

い説明資料の作成や説明会等に参加する有識者の確保等の準備を整えるとともに、実

施に当たっては、現地における体制の強化を図り、厚みのある対応を行うべきである。 

 

【参考】地域広報のメニュー（案） 

○説明会、講演会、シンポジウム、ワークショップ、対話集会 

○技術セミナー（活断層、火山等の地域特有のテーマ等） 

○原子力関連施設の見学会 等 

 

「地域広報」の実施にあたっては、国やＮＵＭＯだけではなく、中立的な立場にあ

る有識者の登用も積極的に考えるべきである。 

 

また、「地域広報」によって、どの程度の理解が促進されたのかを適宜把握し、実

施内容や方法を工夫していくことも重要である。 
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さらに、地域を越えて最終処分事業に関する理解を促進する必要があることから、

当該地域だけではなく、周辺市町村、都道府県庁所在地等においても「地域広報」と

同内容の広報を並行して実施すべきである。 

 

 

(2)基礎的な地質情報の提供 

  

現在、ＮＵＭＯにおいては、文献調査の応募があった後、地質的な条件の事前確認

を行うこととしており、その結果、必要な条件を満たさない場合には文献調査の対象

とはしないこととしている。 

 

しかしながら、潜在的に最終処分事業に関心を有している地域においては、文献調

査への応募を判断する前に、当該地域が地質的な条件を満たしているか否かを確認す

ることが必要となる場合も考えられる。 

 

このため、ＮＵＭＯは、全国的に整備されたデータベース等を利用して、文献調査

の実施に当たって事前確認を要する地質的な条件（活断層や第四紀火山の存在）に関

する情報の提供を行うなど、情報を容易に確認できる環境整備を行うことが必要と考

えられる。 
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５．国が前面に立った取組 

 

文献調査への応募に向けての具体的な検討段階になると、イニシアティブを取る首

長や議会は、最終処分事業の必要性、安全性等に関し、技術的、専門的な事項につい

てまで関係住民から説明を求められるのが実態であるが、この説明責任を専ら首長や

議会だけが負うことは、過剰な負担である。また、東洋町においては、文献調査への

応募以降、町長の辞職勧告決議やリコール署名活動の動きも見られた。さらに、知事

や周辺自治体からの反発もあり、県や周辺市町村の議会において反対決議等がなされ

た。当時の東洋町長は、文献調査への応募の理由として、以下の見解を表明したが、

必ずしもその真意が理解されない面があった。 

 

【参考】文献調査への応募に当たっての当時の東洋町長の見解（抜粋） 

今回の「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域」への応募に関しまし

ては、国家プロジェクトでありまして、国のエネルギー政策に貢献できる可能性と、国から交付され

る交付金を活用した種々の事業展開によりまして、町民の皆様の生活支援や産業基盤の整備等、町の

浮揚を積極的に図って行く絶好の機会であると考えております。 

 

これらの負担は、本来、最終処分事業をエネルギー政策の一環として推進している

国やＮＵＭＯも共に負うべきものであり、首長や議会の負担を軽減するためにも国が

前面に立った取組が必要であるとの指摘が国会や自治体関係者等からなされている。 

 

 

(1)文献調査の実施の申入れ 

 

 手続きの透明性、地域の自主性や意向を尊重する観点から、文献調査に関する手続

きとしては、現行の公募を基本とすることが適当と考えられる。その上で、国が前面

に立った取組が必要であるとの指摘を踏まえ、文献調査を開始するに当たって、ＮＵ

ＭＯの公募による方法に加え、地域の意向を十分に尊重しつつ、場合によっては、市

町村に対し、国が文献調査の実施の申入れを行うことも可能にし、国の最終処分事業

に関する説明責任を明確にすべきである。その場合、市町村長は、国からの申入れに

対し、受諾の可否を表明することとなる。 

 

図３にあるように、文献調査は、最終処分地選定まで３段階ある選定プロセスのう

ち、第１段階である概要調査地区の選定に先立って、文献等の資料により、地震や活
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断層等の状況を調査するものである。このような位置付けも踏まえ、国による申入れ

は、地質的な条件を満たした文献調査の対象になり得る市町村の中から、地域の意向

を十分に尊重した上で、総合的に判断して行われるべきである。 

 

なお、文献調査後の概要調査地区の選定に際しては、最終処分法において、都道府

県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定されている。

文献調査の結果は、概要調査を実施するか否かに関し、知事や市町村長の判断材料に

なるものである。国からの申入れにより市町村長が受諾をし、文献調査を実施した場

合においても、概要調査地区等の選定に当たっては、知事及び市町村長の意見を十分

に尊重することとなっており、知事又は市町村長から反対の意見が示された場合、次

のプロセスには進まないことは言うまでもない。なお、このような処分地選定手続き

についても、地域広報を通じて理解促進を図ることが重要である。 
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な
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市町村長、都道府県知事の意見

概要調査地区の選定

第
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二
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階

精密調査地区の選定

概
要
調
査
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区
と
し
な
い

精
密
調
査
地
区
と
し
な
い

適さない場合

市町村長、都道府県知事が反対の意見を示した場合

応募

公募

第
三
段
階

最終処分施設建設地の選定

市町村長、都道府県知事の意見

［概要調査］ボーリング等による調査

［精密調査］地下施設による調査

市町村長、都道府県知事の意見

適さない場合

市町村長、都道府県知事が反対の意見を示した場合

適さない場合

市町村長、都道府県知事が反対の意見を示した場合

受諾しない場合

図３【最終処分地選定プロセス】 
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６．地域振興構想の提示 

 

最終処分事業を進めて行く上では、関係住民との共生関係を築き、あわせて事業が

行われる都道府県及び地域の発展、住民福祉の向上につながることが重要である。こ

のため、国では、電源三法交付金制度に基づき、地域振興や住民の利便性向上の支援

等に資する交付金、地域振興や産業振興に資する補助金、都道府県向けの原子力発電

施設等立地地域特別交付金等を現時点において措置している。 

 

図４【現行の最終処分候補地への交付金制度 ※精密調査段階以降は今後制度化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東洋町等のケースでは、調査段階の交付金に関する制度の趣旨が理解されず、財政

難に苦しむ地方自治体を交付金でつるといった受け止め方が多く見られた。最終処分

事業の始まりである文献調査の段階での交付金も事業に関連して地域振興を図るた

めのものであり、その意義に関して、幅広く理解を得ることが課題である。 

 

さらに、東洋町等のケースでは、仮に将来、最終処分施設の建設地に選定された場

合に、最終処分事業が長期にわたって都道府県や地域とどのように共生し、地域の自

律的な発展、すなわち、住民の生活水準の向上や地域の活性化にどのように関わるか

の具体像について、十分な検討の機会もなく、国やＮＵＭＯが提示できなかった。都

道府県や周辺市町村を含め、最終処分事業全体を通して、国の支援等を受けた地域振

興が可能であることについての理解を促進していくことも今後の課題である。 

 

都道府県向け
広報・安全等対策交付金
［原子力広報施設整備事業 等］

地域全般向け
電源地域振興指導事業

［地域振興ビジョン策定支援、コンサルティング 等］

企業向け 等

都道府県向け

市町村、都道府県
（周辺市町村を含む）

向け

電源地域振興促進事業費補助金

電源地域産業育成支援補助金
［研修事業、企業誘致支援 等］

原子力発電施設等立地地域特別交付金
［地域活性化事業、産業振興 等］

原則２５億円（年間限度額１２．５億円）

電源立地地域対策交付金（初期対策交付金相当）
［地域活性化事業、産業振興 等］

文献調査：１０億円／年（期間限度額２０億円）

概要調査：２０億円／年（期間限度額７０億円）

都道府県向け
広報・安全等対策交付金
［原子力広報施設整備事業 等］

地域全般向け
電源地域振興指導事業

［地域振興ビジョン策定支援、コンサルティング 等］

企業向け 等

都道府県向け

市町村、都道府県
（周辺市町村を含む）

向け

電源地域振興促進事業費補助金

電源地域産業育成支援補助金
［研修事業、企業誘致支援 等］

原子力発電施設等立地地域特別交付金
［地域活性化事業、産業振興 等］

原則２５億円（年間限度額１２．５億円）

電源立地地域対策交付金（初期対策交付金相当）
［地域活性化事業、産業振興 等］

文献調査：１０億円／年（期間限度額２０億円）

概要調査：２０億円／年（期間限度額７０億円）
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(1)最終処分事業全体を通じた地域振興構想の提示 

 

 最終処分事業は、調査・建設・操業・閉鎖等の多くの段階を経て、100 年以上もの

長期間にわたる事業である。地域振興の観点からは、最終処分事業と地域が長期にわ

たって相互に良い影響を与えながら、発展していくことが重要である。このため、国、

ＮＵＭＯには、電気事業者の協力を得ながら、国の電源三法交付金やＮＵＭＯの地域

共生方策等を活用して、地域が主体的に検討できるよう協力するとともに、地域が事

業との共生により発展する姿を提示することが求められる。その際、事業が行われる

地域だけではなく、周辺市町村や広く都道府県全域に及ぶ地域振興構想を打ち出すべ

きである。最終処分事業全体を通じた地域振興に関する主な検討事項は、以下のよう

なものと考えられる。 

 

【最終処分事業全体を通じた地域振興方策の主な検討事項】 

○事業と共生する研究所や企業の誘致等 

○地場産業の振興や地域資源の活用等の内発型地域振興（専門家やＮＰＯ等が地域の

自主的な検討を支えるための仕組みを含む。） 

○電源三法交付金、ＮＵＭＯの地域共生方策等を利用した長期的な支援措置のあり方

○他省庁との連携の可能性 

 

 上記の検討を行う際には、国において「最終処分事業地域振興研究会」（仮称）を

設置し、地域振興専門家、行政関係者や学識経験者等の有識者の意見を幅広く聴くと

ともに、検討結果については広く国民にも提示して意見を求め、最終処分事業と地域

の共生について、理解と協力を得る努力をすべきである。 

 

 また、地域における具体的な動きが顕在化した場合には、上記の検討結果も踏まえ、

国やＮＵＭＯが中心となって、電気事業者の協力を得ながら、地域のニーズに応じた

共生のための方策を地域とともに検討していくべきである。その際、国は、当該市町

村に止まらず、都道府県レベルまで含めた地域振興構想作りやその実現に向けた取組

を行うべきである。 

 

 

(2)調査段階における交付金の活用方策の提示 

 

 文献調査を始めとする最終処分地の選定に向けた調査は、原子力の推進を通じて国
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民全般に利益をもたらす最終処分事業を進めていくために不可欠なものである。この

ような調査の受入れという国の政策に理解と協力を示す地域において、国が交付金に

より地域振興を支援し、地域の発展、住民の福祉の向上につなげることは、受益者た

る国民全般にとって必要なものと位置づけられる。 

 

 国は、このような交付金の位置付けを国民に明確に説明するとともに、調査期間中

における交付金の活用方策を地域とともに検討すべきである。最終処分法の段階的な

選定プロセスに基づき設定されている調査に要する期間や交付金制度を踏まえると、

地域に不可欠な防災対策事業、電気料金の割引、後年度負担が伴わない事業等の住民

への幅広い還元を目的とした事業等への活用を積極的に提示していくことが重要で

あり、(1)に示した「最終処分事業地域振興研究会」において検討を行うべきである。 
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７．国民理解に資する研究開発及び国際的連携の推進 

 

最終処分事業は安全性が確保し得るにもかかわらず、科学的根拠に基づかずに不安

感を高める指摘が多く見られる。このような指摘の誤りを明らかにし、安全に対する

信頼を得るためには、最終処分を安全に実施するための技術や安全評価に係る研究開

発を中長期的観点から計画的に進めるとともに、その成果等について、国民が学習で

きる機会を充実することが必要である。また、最終処分事業は、原子力を推進する各

国に共通する課題であり、各国による最新の取組状況の共有や研究開発に関し、国際

的な連携を充実させる必要がある。 

 

 

(1)研究開発分野における国民理解促進のための取組 

 

①地層処分概念実証試験設備の整備及び広報面での活用 

 

「原子力政策大綱」（2005 年 10 月閣議決定）などの方針に基づき、日本原子力研

究開発機構を中心とした研究開発機関が、深地層の研究施設等を活用して、深地層

の科学的研究、地層処分技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化等に向けた基盤

的研究開発さらには安全規制のための研究開発を進めている。これらの研究成果は、

ＮＵＭＯの最終処分事業や国の安全規制に有効に活用される。 

 

また、国は、深地層の研究施設等を活用して、国民が最終処分事業の概念や安全

性を体感できるような設備を整備し、国民全般や最終処分事業に関心を示した地域

の関係住民に対する広報に用いれば、理解を促進することができる。このような観

点も盛り込んだ形で研究開発を進めるべきである。 

 

【参考】地層処分概念実証試験設備（案） 

地層処分概念とその工学的な実現性や長期挙動までを実感・理解できる設備を整備し、国民全般

の理解促進活動に展開。実規模・実物を基本として、地層処分の地上施設と地下施設の一部の実証

施設を整備。廃棄物の定置・施工技術、モニタリング技術、回収技術等を実証。 

 

②地層処分の超長期にわたる安全性を説明する手法の開発 

 

地層処分に当たっては、地下深部における数万年にも及ぶ超長期の安全性を評価
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する必要があり、高度なシミュレーション技術を利用して、長期性に伴う不確実性

も考慮して、生活環境に及ぼす影響を評価することとなる。このような点も、地層

処分の安全性に係る理解を困難にしている点である。 

 

このため、国は、国民が地層処分の安全性について理解を深められるように、超

長期に及ぶ安全性を分かりやすく説明する手法の開発を行うべきである。 

 

【参考】処分場の超長期の安全性を説明するための手法の開発（案） 

処分施設の操業・閉鎖の概念、閉鎖後の安全評価等について、最新の研究成果に基づくリアルか

つ精緻な可視化技術を導入し、３－Ｄシミュレーションシステムを開発する。一般から専門家まで

幅広い国民各層を対象に、理解促進活動に展開。 

 

なお、これらの事業の実施に当たっては、本小委員会の下に「放射性廃棄物処分技

術ワーキンググループ」を設置し、適宜、評価を行うこととする。 

 

 

(2)安全性等に関する研究開発の取組 

 

最終処分事業について、国民や関係者との相互理解や協力を得るためには、地層処

分の安全性及び社会からの信頼性を獲得し、さらには経済性及び効率性のより一層の

向上を目指していくことが重要である。このため、今後とも、関係機関間の適切な役

割分担のもと、継続して研究開発を行い、技術的知見の充実を図ることが期待される。 

 

国及び研究開発機関等においては、研究開発全体の効果的かつ効率的な推進を図る

ことを目的に、資源エネルギー庁の主導の下、2005 年７月より、「地層処分基盤研究

開発調整会議」において、研究開発全体計画を検討し、2006 年 12 月に地層処分基盤

研究の全体計画書を取りまとめた。 

 

今後は、より一層効果的な研究開発を目指し、地層処分技術を体系化する方策、国

民・社会とのコミュニケーション、人材育成等につき、前述の放射性廃棄物処分技術

ワーキンググループにおいて、中長期的な観点から検討を行うべきである。 

 

また、今般、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」が一部改

正され、地層処分に係る安全規制が整備されたことも踏まえ、ＮＵＭＯにおいては、
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処分施設概念の具体化に向けた検討等が行われることになる。その際、処分施設閉鎖

前の技術的な確認事項や廃棄物の回収可能性等について、海外の事例を参考としつつ、

検討を行うことが重要と考えられる。 

 

 

(3)国際的連携の推進 

 

最終処分事業の推進は、原子力を推進する各国共通の課題であり、各国各々の国民

性や実情に応じた手法により取り組んできている。これまでも我が国においては、処

分地選定が進んでいる海外の事例を研究し、取組の参考としてきた。 

例えば、スウェーデンでは、公募と申入れにより選定を開始し、現在２地点で調査

を実施中であり、フィンランドでは、2001 年に処分地を決定し、現在、その場所で精

密調査を行っている。さらに、フランスでは公募によって決めた場所に地下研究所を

建設し、研究の成果も踏まえて、同じ地層を対象に処分施設を設置することが適切と

の結論になり、処分施設の設置許可プロセス等を定めた法律が 2006 年に制定された

（参考資料３参照）。 

 

今後とも、海外の最終処分事業に取り組んでいる関係者を招聘して意見交換を行っ

たり、海外先進地を訪問して、研究開発や理解促進活動の状況を調査するなど、先進

的な取組に関する情報発信により日本における国民の理解を促進することも積極的

に行う必要がある。 

 

また、諸外国との連携の下で行われる処理・処分に関する技術開発等についても検

討を行うことが重要であり、このため、ＩＡＥＡ、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ、ＧＮＥＰ等の

フレームワークを活用して、国際的連携の推進を図るべきである。 
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８．体制、機能の強化 

 

最終処分事業の推進に向けて、これまでに掲げた取組を効果的に行うためには、国、

ＮＵＭＯ及び電気事業者が連携する体制や機能の強化を図っていくことが今後の課

題である。また、地元の関係者からは、国とＮＵＭＯの役割分担が分かりにくく、国

がもっと前面に出るべきといった声もあったことを踏まえ、国自ら一層積極的に関与

するとともに、ＮＵＭＯとの役割分担について整理することが必要である。 

 

また、推進側である国やＮＵＭＯからの説明だけではなく、安全性等については第

三者からの説明も聞きたいという声に対して、十分に応え切れなかった面もあった。

有識者とのネットワークの構築・活用について、体制等を整備することも今後の課題

である。 

 

 

(1)国、ＮＵＭＯ、電気事業者による体制、機能の強化 

 

最終処分を適切に推進していくためには、国、ＮＵＭＯ、電気事業者その他関係機

関が適切な役割分担と相互連携の下、それぞれの責務を果たしていくことが重要であ

る。 

 

①国の役割 

 

国は、高レベル放射性廃棄物の最終処分をエネルギー政策の一環として推進して

いく立場から前面に出ることが求められている。公募を基本としながらも、国から

文献調査の実施の申入れを追加することが、これに端的に応える方法である。その

上で、国民全般や最終処分事業に関心を有する地域の関係住民に対する広聴・広報

活動、交付金制度等を活用した地域振興構想の提示、国民理解に資する研究開発等

に一層積極的に取り組むべきである。特に、処分実施主体であるＮＵＭＯを指導・

監督する立場から、ＮＵＭＯの活動の評価を適切に行うとともに、必要に応じて体

制、機能の強化を促すべきである。また、電気事業者に対しては、発生者としての

責任を有することから、協力を求めていく必要がある。 
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②ＮＵＭＯの役割 

 

ＮＵＭＯは、処分実施主体として、最終処分事業の国民全般による認知度を更に

向上させるべく、マスメディアを利用した広報活動の拡充・強化、報道関係者に対

する積極的な情報提供、国民の目線に立った広聴・広報活動並びに草の根レベルで

の議論などを推進する必要がある。また、きめ細かな地域広報を行う必要があるこ

とから、多様なメニューを準備し、実施にあたっては地域事情にあわせた活動を展

開する必要がある。さらに、国民から技術的責任を負託されているとの自覚のもと、

十分な信頼感を得られるよう技術力の一層の維持・向上に努めるべきである。ＮＵ

ＭＯは、以上の取組を円滑に実施できるよう、体制、機能の強化を図るべきである。 

 

③電気事業者の役割 

 

電気事業者は、発生者としての責任を有する立場から、引き続き、ＮＵＭＯへの

人的支援はもとより、ＰＲ施設・マスメディアを通じた、あるいは、全国各地に所

在する支店や営業所等の機能を活かした理解活動にも、より一層積極的に取り組む

べきであり、そのための体制、機能の強化を図るべきである。 

 

 

(2)有機的なネットワークの構築 

 

国、ＮＵＭＯ及び電気事業者は、最終処分事業の安全性等に関する理解促進活動に

おいては、自ら説明するだけではなく、中立的な立場にある人・組織の協力を得るこ

とも検討すべきである。このため、国、ＮＵＭＯ及び電気事業者は、各種団体、学界

等の有識者とのネットワークの構築・活用に向けた取組を行い、体制等の整備を図る

べきである。 
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９．おわりに 

 

今般、最終処分事業の推進に向けた取組の強化策について本小委員会において審議

し、中間とりまとめを行った。 

 

最終処分事業は、国のエネルギー政策を支える核燃料サイクルの重要な部分であり、

その着実な推進に向けて、国、ＮＵＭＯ、電気事業者等関係者が、この中間とりまと

めに示された役割分担の下、一体となって、より一層踏み込んだ取組について最大限

努力することを期待する。 

 

その際、最終処分事業は、原子力の便益を受ける国民一人一人が、現世代で解決す

べき課題であることから、国民との相互理解及び協力を得ることの重要性を常に念頭

に置くよう求める。 
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